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〔 公 印 省 略 〕 

 

地方公共団体（都道府県、政令指定都市、県庁所在市）における 

最低制限価格制度等の運用状況について 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、令和 2年 6月 3日付け全建事発第 039 号により、

改正内容等の確認をお願いしていたところですが、この度、各都道府県建設業

協会からの回答を取りまとめましたので、別添１のとおりご送付いたします。 

また、地方公共団体における改正状況につきまして、別添２のとおり取り  

まとめましたので、各地方公共団体等への要請活動や情報提供の資料として 

ご活用ください。 

 

本件調査にあたりましては、お忙しい中をご協力いただき、誠にありがとう

ございました。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

・別添１ 都道府県、政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格等の

運用状況（令和 2年 6月現在） 

・別添２ 地方公共団体における最低制限価格制度または低入札価格調査制度

の改正状況（令和 2年 6月現在） 
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